
 

第10回全国障害者スポーツ大会専門委員会  

次 第 
 

日時：令和２年12月25日(金)10:00-12:00  

場所：滋賀県大津合同庁舎７階７－Ｂ会議室 

 

１ 開会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 審議事項 

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会手話・要約筆記ボランティア

養成基本方針改正（案）について 

 

 

４ 説明事項 

（１）第24回全国障害者スポーツ大会会場地変更（案）について 

（２）第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会文化プログラム実施基本方

針改正（案）および実施基本計画（素案）について 

 

 

５ 報告事項 

（１）第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会第８

回常任委員会の決定事項について 

（２）第24回全国障害者スポーツ大会の開催延期に係る大会準備スケジュールについて 

（３）第24回全国障害者スポーツ大会競技運営主管団体の変更について 

（４）第24回全国障害者スポーツ大会オープン競技主管団体の変更について 

（５）第24回全国障害者スポーツ大会競技会場バリアフリー調査について 

（６）第24回全国障害者スポーツ大会特有の準備進捗状況について 

 

 

６ 閉会 
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4 パラリンピアン
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5 パラリンピアン
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改正前 改正後

題名（略） 題名（略）

前文（略） 前文（略）

１　基本方針（略） １　基本方針（略）

２　手話・要約筆記ボランティアの定義（略） ２　手話・要約筆記ボランティアの定義（略）

３　養成計画 ３　養成計画

　手話・要約筆記ボランティアは、 　手話・要約筆記ボランティアは、

以下の計画で養成する。 以下の計画で養成する。

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会
手話・要約筆記ボランティア養成基本方針改正（案）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

基本方針策定 配置計画策定

指導者・リーダー養成

養成研修会開催

募集・登録

先催県視察

(

国
ス
ポ)

リ
ハ
ー
サ
ル
大
会

出前講座

(

障
ス
ポ)

リ
ハ
ー
サ
ル
大
会

国
ス
ポ
・
障
ス
ポ

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

基本方針策定 配置計画策定

指導者・リーダー養成

養成

研修会開催

募集・登録

先催大会視察

(

国
ス
ポ)

リ
ハ
ー
サ
ル
大
会

出前講座

(
障
ス
ポ)

リ
ハ
ー
サ
ル
大
会

国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
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第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

手話・要約筆記ボランティア養成基本方針改正（案） 
 

 第 79 回国民スポーツ大会および第 24 回全国障害者スポーツ大会に参加する

選手・監督、役員、視察員、報道員、その他の関係者および一般観覧者（以下

「参加者等」という。）に分かりやすい情報提供を行い、聴覚障害のある参加者

等への情報保障を図るため、次の方針により手話・要約筆記ボランティアの養

成を行うものとする。 

 

１ 基本方針 

（１） 手話・要約筆記ボランティアの養成は、滋賀県開催準備（実行）委員

会が、会場地市町、障害者関係団体等の協力を得ながら行う。 

（２） 手話・要約筆記ボランティアは、１人１業務を原則として、県民の障

害への理解を深めるため、できる限り県内において養成することとし、

配慮が必要な参加者等に適切な対応がとれるよう配置を行う。 

（３） 手話・要約筆記ボランティアの養成に当たっては、障害のある人もな

い人も広く県民の積極的な参加と協力が得られるよう配慮する。 

 

２ 手話・要約筆記ボランティアの定義 

手話・要約筆記ボランティアは、以下の業務に従事するボランティアとする。 

種別 業務内容 

手話 手話による情報の提供およびコミュニケーション保障 

要約筆記（手書き） ノートテイクやホワイトボードを使用した情報の提供 

要約筆記（PC） パソコンに入力したデータ情報による情報の提供 

 

３ 養成計画 

 手話・要約筆記ボランティアは、以下の計画で養成する。 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

基本方針策定 配置計画策定

指導者・リーダー養成

養成研修会開催

募集・登録

先催県視察

(

国
ス
ポ)

リ
ハ
ー
サ
ル
大
会

出前講座

(

障
ス
ポ)

リ
ハ
ー
サ
ル
大
会

国
ス
ポ
・
障
ス
ポ

- 2 -



令和２年12月現在

手書き PC

令和元
2019
(６年前)

令和２
2０２０
(5年前)

令和３
202１
(4年前)

令和４
202２
(3年前)

令和５
202３
(2年前)

令和６
202４
(1年前)

令和７
202５
(開催年)

  国スポ・障スポ手話・要約筆記ボランティア養成スケジュール（案）

年度 手　　話
要約筆記

障害福祉課所管

配 置 計 画 策 定

会場別研修

（ 障 ス ポ ） リ ハ ー サ ル 大 会

直前研修・会場別研修、リハーサル大会のふりかえり会議

第 7 9 回 国 民 ス ポ ー ツ 大 会 ・ 第 2 4 回 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会

手話・要約筆記ボランティア養成事業
（１）養成連絡会議の実施
（２）養成講座の開催
（３）業務マニュアルの検討
（４）活動希望調査
（５）国スポ・障スポ本大会視察
（６）指導者・リーダー連絡会議の実施、配置計画の決定
（７）会場別研修の開催

ボランティア養成講座
（一般募集）

養成人数：４００人 養成人数：１５０人

ボ ラ ン テ ィ ア 募 集 ・ 登 録

養成人数：５０人

手話・要約筆記ボランティア養成事業
（１）養成連絡会議の実施

（２）カリキュラム・養成テキストの検討・原案作成

（３）出前講座
（４）参加意向調査
（５）指導者の養成、リーダーの選定
（６）手話・要約筆記ボランティア普及啓発研修会の実施
（７）国スポ・障スポ本大会視察

手話・要約筆記ボランティア養成事業
（１）養成連絡会議の実施

（２）リーダーの養成
（３）養成講座カリキュラム・テキストの作成
（４）出前講座
（５）手話・要約筆記ボランティア募集・登録
（６）国スポ・障スポ本大会視察
（７）指導者・リーダー連絡会議の実施、配置計画（案）の作成

手話・要約筆記ボランティア養成事業
（１）養成連絡会議の実施

（２）カリキュラム・養成テキストの検討
（３）県内実態調査
（４）出前講座・啓発事業
（５）先催県視察

直前研修・会場別研修

手話・要約筆記ボランティア養成事業
（１）養成連絡会議の実施
（２）直前研修・会場別研修の開催
（３）リハーサル大会、本大会
（４）指導者・リーダー連絡会議の実施、配置計画の見直し

（ 国 ス ポ ） リ ハ ー サ ル 大 会

手話通訳者
要約筆記者
養成講座

手話・要約筆記ボランティア養成検討
（１）手話・要約筆記ボランティア養成基本方針の検討・策定

（２）養成事業協力団体との協議
（３）県内関係団体・サークルへの説明・啓発
（４）国スポの手話・要約筆記ボランティアとの整理

手話・要約筆記ボランティア養成事業
（１）養成連絡会議の実施

（２）カリキュラム・養成テキストの検討
（３）指導者の養成
（４）出前講座・啓発事業
（５）国スポ・障スポ本大会視察

手話通訳者・要約
筆記者
手話・要約筆記講
座受講者
筆談受講者、修了
者
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第 24回全国障害者スポーツ大会正式競技 

開催予定施設変更（素案）について 
 

１ 変更内容 

【ソフトボール】 

市町名 
開催予定施設 

変更前 変更後 

高島市 
今津総合運動公園 

第２グラウンド 

今津総合運動公園 

第１グラウンド 

 

今津総合運動公園 

第２グラウンド 

 

２ 理由 

第 79回国民スポーツ大会ソフトボール競技（成年女子）の開催予定施設が「今津総

合運動公園第２グラウンド」から「今津総合運動公園第１グラウンド、今津総合運動

公園第２グラウンド」へ変更となった（第８回常任委員会（令和２年７月）決定）。 

このことを受けて、同会場を使用する予定の第 24回全国障害者スポーツ大会ソフト

ボール競技について会場地市町、県競技団体と協議した結果、仮設物の共有など競技

運営の点から今津総合運動公園第１グラウンドを追加することにした。 

 

３ 決定までのスケジュール 

令和３年 
１月 20 日 第 13 回総務企画専門委員会 審議 

３月 22 日 第９回常任委員会 内定 

 

説明事項（1）
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所在地 準備運営

1 ①R元.5.17 彦根市
滋賀県
彦根市

(仮称）金亀公園陸上競技場 身・知

2 ①R元.5.17 愛荘町
滋賀県
愛荘町

愛荘町スポーツセンター秦荘グラウ
ンド

身

3 ①R元.5.17 野洲市
滋賀県
野洲市

野洲市総合体育館 身・知・精

4 ①R元.5.17 甲賀市
滋賀県
甲賀市

甲賀市水口スポーツの森 身・知

5 ボウリング ②R2.7.1 彦根市

滋賀県
彦根市
豊郷町
甲良町
多賀町

ラピュタボウル彦根 知

6 ボッチャ ①R元.5.17 甲賀市
滋賀県
甲賀市

甲賀市水口体育館 身

7 バスケットボール ①R元.5.17 大津市
滋賀県
大津市

滋賀アリーナ 知

8 車いすバスケットボール ①R元.5.17 大津市
滋賀県
大津市

滋賀アリーナ 身

9 ソフトボール
①R元.5.17
R３.3.22変更予定

高島市
滋賀県
高島市

高島市今津総合運動公園第１グラウ
ンド・第２グラウンド

知

10 グランドソフトボール ①R元.5.17 東近江市
滋賀県
東近江市

東近江市総合運動公園布引多目的
グラウンド

身

①R元.5.17 近江八幡市
滋賀県
近江八幡市

近江八幡市立運動公園体育館 身

①R元.5.17 湖南市
滋賀県
湖南市

湖南市総合体育館 知

①R元.5.17 草津市
滋賀県
草津市

草津市立総合体育館 精

12 サッカー ①R元.5.17 守山市
滋賀県
守山市

野洲川歴史公園サッカー場
（ビッグレイク）

知

13 ①R元.5.17 長浜市
滋賀県
長浜市

長浜バイオ大学ドーム
（滋賀県立長浜ドーム）

知

14 身・知水泳

フットベースボール

11 バレーボール

第24回全国障害者スポーツ大会　会場地の内定状況について

No 競技名

第24回障スポ　会場地

開閉会式、陸上競技

内定時期
市町名

施設名 障害区分

アーチェリー

卓球
（サウンドテーブルテニスを含む）

フライングディスク

注）１ 開催予定施設は、現時点で競技を開催できる能力を有する施設として判断したものであり、今後、会場の追加・変更等が生じる場合がある。

○第一次内定 ・・・ 12競技
（令和元年５月17日）
〇第二次内定 ・・・ １競技
（令和２年７月１日）

参考資料
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第24回全国障害者スポーツ大会
会場地市町内定（第一次～第二次） 配置図

長浜市（1競技）
フットベースボール

東近江市（1競技）
グランドソフトボール

草津市（1競技）
バレーボール(精)

大津市（2競技）
バスケットボール、
車いすバスケットボール

守山市（1競技）
サッカー

高島市（1競技）
ソフトボール

彦根市（1競技）
開閉会式、陸上競技

愛荘町（1競技）
アーチェリー

湖南市（1競技）
バレーボール(知)

近江八幡市（1競技）
バレーボール(身)

野洲市（1競技）
卓球（STT含む）

甲賀市（2競技）
フライングディスク、
ボッチャ

※未定…１競技（水泳）

彦根市・豊郷町・甲良
町・多賀町（1競技）
ボウリング
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第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

文化プログラム実施基本計画（素案） 

 

 「第 79回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会文化プログラム実施基本方針」

に基づき、関係団体や県・市町等が連携し、第 79回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポ

ーツ大会文化プログラム（以下「大会文化プログラム」という）を推進する。 

 

１ 取組の目的および方向性 

（１）大会文化プログラムを通じた両大会への関心の向上 

     大会文化プログラムを通じて、スポーツ関心が低い人にも両大会を認知してもらい、

観戦やボランティアなど様々な形での大会参加を促進し、県民総参加の大会を目指す。 

 （２）大会を契機とした滋賀ならではの魅力発信 

     大会文化プログラムの推進を通じて、芸術や地域において継承されてきた文化的資産、

人々の生活とともに形成されてきた風景などの滋賀の魅力を幅広く発信し、地域の活性

化につなげる。 

 

２ 具体的な取組 

 （１）スポーツに関連する文化事業の展開 

    ・（特非）日本スポーツ芸術協会等との連携事業の実施     

・関係団体との連携によるスポーツ文化の発信 

・地域のスポーツイベント等に関する情報発信 

 

（２）大会文化プログラムの全県的な展開 

    ・県主催事業の実施 

    ・市町等主催事業の実施 

    ・県立および県内文化施設が実施する事業との連携 

    ・県内の有形・無形文化財の活用 

    ・関係団体との連携による年齢や障害の有無、国籍等にかかわらず誰もが楽しめる事業の

実施 

 

（３）多様な媒体・機会を活用した大会文化プログラムの効果的な情報発信 

   ・新聞、テレビ等による情報発信      

   ・県・市町の広報媒体の活用 

   ・ホームページやSNS等の活用 

   ・啓発イベント等の機会の活用 

       ・県民運動および各種団体・企業等のイベントとの連携 

    ・大会文化プログラムロゴマークの作成 

    ・大会文化プログラムパンフレットの作成・配付 
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説明事項（２）



３ 構成員の役割 

 開催準備（実行）委員会の構成員は、各々の特性に応じて文化プログラムの充実に努め、互い

に連携・協働しながら両大会や滋賀の魅力を発信するよう努める。  
  
【今後のスケジュール】 

年度 令和３年度  
（開催４年

前） 

令和４年度  
（開催３年

前）  

令和５年度  
（開催２年前）  

令和６年度  
（開催１年前）  

令和７年度  
（開催年）  

内容 先催県の情
報収集 

実施要項 策
定 
庁内各課、市

町、関係団体

への説明協

力依頼 

主催事業の検討 
 
 
 
 
募集ポスター・チ

ラシ作成 
【募集】 
 
 

事業決定 
 

 
 
 
 
     

 
選定→ 
日本スポーツ協

会への申請→承

認 
パンフレット等 
作成・配布 

 
主催事業実施 
【両大会開催】 
【文化プログラ

ム終了】 
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参考資料１ 

※次ページ以降に先催県パンフレットの抜粋を添付しています。 

【国民体育大会開催基準要項】 
７ 開催の基本方針 
(5) 大会の文化プログラム 
大会の主催者及び特定非営利活動法人日本スポーツ芸術協会は、別に定める「文化プログラム実施基

準」に基づき文化プログラムを実施する。なお、必要に応じ個別プログラムの主催者に会場地市町村を

含めることができる。 

【文化プログラム実施基準】 
１．主催者 
主催者は開催基準要項第 7 項第 5 号に定めるほか、個別のプログラムにおいては、目的に沿う範囲
内で、宗教団体、政治団体を除く次の各号に該当するものを加えることができる。 
（1） 開催地都道府県（以下「開催県」という。）の市区町村 
（2） 公益法人又はこれに準ずる団体 
（3） 通信、新聞、テレビ、ラジオなどの報道機関 
（4） その他、開催県実行委員会が上記各号に準ずると認めるもの 
２．主管及び運営 
（1） 開催県実行委員会により設置された、文化プログラムを企画・推進する専門委員会等が主管し、
運営する。 

（2） 個別のプログラムについては、事業内容に応じて、主催者及び主催者より委託を受けた者が主管
し、運営する。 

３．会場 
原則として、開催県内とする。 
４．時期及び期間 
原則として、大会開催当該年度（4月１日から翌年 3月 31日）とし、個別のプログラムについては、
それぞれの主催者が定めることとする。 
５．実施プログラム 
（1） プログラムの内容については、スポーツ文化や開催県の郷土文化等をテーマとしたものとし、開
催県における国民体育大会（以下「国体」という。）開催の気運醸成や、国体の目的や意義の全国

的な普及啓発等を目的とする。 
（2） プログラムについては、開催県実行委員会が特定非営利活動法人日本スポーツ芸術協会と協議の
うえ選定・立案し、本大会については開催年の 3 月末日まで、冬季大会については、開催前年の
8月末日までに、日本スポーツ協会国民体育大会委員会に申請し、承認を得ることを原則とする。 

６．開催経費 
事業実施に係わる経費については、原則として開催県の負担とするが、個別のプログラムに係る経費

については、本基準第 1 項により主催者に加えた者の負担とする。 
７．その他 
本基準に定めない事項及び解釈に疑義が生じた事項については、主催者間で協議することとする。 
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令和 2年（2020年）7月 1日 第 8回常任委員会決定 
参考資料 2 

 
第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

文化プログラム実施基本方針 

 
 

１ 目的 

   多くの県民が文化・芸術活動を通じて第 79 回国民スポーツ大会および第 24

回全国障害者スポーツ大会（以下「両大会」という。）に参加することで、開催

機運を盛り上げるとともに、県民総参加の大会を目指す。 

   あわせて、両大会の開催を契機に、歴史や文化、自然をはじめとする滋賀な

らではの魅力を県民一人ひとりが再認識するとともに、県内外に発信すること

を通じて、地域の活性化につなげる。 

 

２ 内容 

文化プログラムの内容は、次のいずれかに該当し、第 79 回国民スポーツ大

会・第 24 回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備（実行）委員会が認めたも

のとする。 

   （１）スポーツに関連する文化・芸術事業 

   （２）滋賀県の文化・芸術等を発信する事業 

   （３）その他文化プログラムの目的に沿うと認められる事業 

 

３ 実施者 

   文化プログラムの事業を実施できるものは，次のとおりとする。 

（１）公益財団法人日本スポーツ協会、文部科学省、滋賀県および特定非営利 

活動法人日本スポーツ芸術協会 

    （２）滋賀県内の市町 

   （３）文化プログラムの開催目的に賛同する団体、機関等（宗教団体、政治団 

      体は除く） 

 

４ 期間 

文化プログラムの実施期間は、原則として、令和６年１月１日から令和６年

12 月 31 日までとする。 

 

５ 開催地 

   文化プログラムは原則として滋賀県内で実施する。 

 

６ 経費負担 

    文化プログラムの実施にかかる経費は、各事業を実施するものが負担する。 

令和 7年に改正予定 
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大会文化プログラム実施基本計画（素案）に対する意見と対応案について 
 

№

  
箇所 意見 対応案 

理由 

１ 1－（1） 
大会文化プログ

ラムを通じた両

大会への関心の

向上 

「スポーツにあまり関心がない方々にも…」を「関心

のない人にも…」修正してはどうか。 
意見を踏まえ修正 

修正前：方々 

修正後：人 「方々」は「人々」を丁寧に言い換えたものであるが、

ここで丁寧な表現を使用する必要があるのか。また、

広い意味での「人」を使用すれば、あえて「人々」と

しなくても良いのではないかとも考える。 
２ 

１－（２） 

大会を契機とし

た滋賀ならでは

の魅力発信 

「魅力ある風景など滋賀の魅力を幅広く発信し、」を

「魅力ある風景など滋賀の独自性を幅広く発信し、」

に修正してはどうか。 

意見を踏まえ修正 

滋賀の魅力を発信することは、大会文化プログラム実施基本方

針で示していることから、以下のとおり修正し、言葉の重複を解

消します。 
修正前：魅力ある風景など滋賀の魅力 
修正後：風景など滋賀の魅力 

「魅力」が繰り返し使用されていることや、「滋賀の個

性」という要素を持たせるという意味でも、「独自性」

等の言葉を使用してはいかがかと考える。 

３ 「芸術や地域において継承されてきた文化的資産、

人々の生活とともに形成されてきた風景などの滋賀

の魅力」との記述について、滋賀県文化振興基本指針

（第 3次）の以下の箇所より引用した方がよいのでは
ないか。 
「琵琶湖を始めとする自然や景観、自然と共生する文

化の中で守り伝えられてきた文化財や伝統工芸、県内

の作家や福祉施設から新たに生まれる創作、美術館や

ホールで触れられる芸術など過去から現在まで連な

る多様な美の資源」 

原案どおり 

御指摘の部分の表現は、「滋賀県文化振興基本指針（第 3次）」
の「文化」の範囲に合わせており「美の滋賀」の具体的な取組も

含まれます。 

県が取り組んできた滋賀の多様な美の発信である

「美の滋賀」との関わりがわからなかったため 
 

 

参考 3 
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大会文化プログラム実施基本計画（素案）に対する意見と対応案について 
 

  箇所 意見 対応案 

理由 

４ １ 
取組の目的お

よび方向性 

次の項目を追加してはどうか。 

（3）地域スポーツの活性化 
県民にスポーツに関心を持ってもらい、今回の大会

に参加いただくだけではなく、大会文化プログラムを

通じて、各地域で行われているスポーツ競技やイベン

ト等も積極的に PRし、大会後もスポーツが地域に浸
透し、活性化することを目指す。 

意見を踏まえ追加 

文化プログラムはあくまでも両大会の機運醸成等を目的とし

ており、地域スポーツの活性化は本計画の直接的な目的としてお

りません。 
 しかしながら、取組の対象となり得ることから「２具体的な取

組」の「（１）スポーツに関連する文化事業の展開」に以下の項目

を追加します。 
新規追加：・地域のスポーツイベント等に関する情報発信 
 なお、大会文化プログラムの取組とは別に、大会ホームページ

やＳＮＳ等を通じて、地域で行われるスポーツイベント等も積極

的にＰＲしています。 
 

開催市町にスポーツを普及し、地域に根付くような

取り組みとするため。（一過性のものとならないよう

にするため。） 

５ 

２－（２） 

大会文化プログ

ラムの全県的な

展開 

「市町主催事業の実施」を「市町等主催事業の実施」

に修正してはどうか。 
意見を踏まえ修正 

修正前：市町主催事業の実施 
修正後：市町等主催事業の実施 国スポ同様に、市事業は実行委員会形式を取ってい

る事例も多く、その場合は市主催でなく、市は共催や

後援に位置付けている。 
本素案のように主催事業と限定した場合、後年、文

化プログラム位置付け事業を検討した際、対象外と認

識する可能性が高いため、上記共催等事業も含める場

合は、表記の変更をいただきたい。 
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大会文化プログラム実施基本計画（素案）に対する意見と対応案について 
 

  箇所 意見 対応案 

理由 

６ ２－（２） 
大会文化プログ

ラムの全県的な

展開 

「子ども・若者、高齢者、障害の有無、国籍等に関

わらず、誰もが楽しめるプログラムの実施」を追加 
意見を踏まえ修正 

修正前：子ども・若者向け事業の実施 
修正後：年齢や障害の有無、国籍等にかかわらず誰もが楽しめる

事業の実施 
子ども・若者に向けたプログラムの実施はいいこと

だと思うが、「全県的」とするならば、高齢者、障害者、

外国人といった視点は必須ではないか。 
７ ２－（３） 
多様な媒体・機

会を活用した大

会文化プログラ

ムの効果的な情

報発信 

「映像媒体による発信」を追加。 原案どおり 

「ＳＮＳ等」に含まれることから原案どおりとしますが、ご意見

を踏まえ今後検討してまいります。 
より幅広い層に具体的に発信できると考えられる

ため 

８ 「効果的な」「情報発信」とあるが、どの媒体でどの

ターゲット層に届けるかが重要になると思うため、た

だ発信するだけにならないよう取り組んでほしい。 

ご意見を踏まえ、今後取り組んでまいります 

９ 

全体 

滋賀県が、福祉先進県として、障害のあるなしにか

かわらず相互に人格と個性を尊重できる共生社会を

めざして取り組んでいること等障害者福祉に関する

内容にふれていただきたい。 

ご意見を踏まえ修正 

修正内容は№６と同じ。 

本計画は文化プログラム全体の大枠に関する計画であり、ご指

摘の点については、プログラムの実施内容に取り入れてまいりま

す。 第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポ
ーツ大会と称した基本計画であり、当県では、福祉先

進県として両大会のスローガンを統一するなど、様々

な取り組みを進めており、障害者福祉に関する内容は

必要であると考えます。また、本大会の大会基本方針

の基本目標としても掲げられています。 

※この他事務局による細かい字句の見直しを行っています。（詳しくは計画（案）をご覧ください。） 
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第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 

滋賀県開催準備委員会 第８回常任委員会  
 

書 面 開 催 

 
 

1 報告事項 

（１）わたSHIGA輝く国スポ・障スポ県民運動アクションプログラム 
（２）第79回国民スポーツ大会 会場地市町輸送・交通業務指針 
 

２ 審議事項 

（１）第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 滋賀県開催準

備委員会 専門委員会設置規程改正（会長専決処分） 

（２）第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 開催準備総合

計画改正（案） 
（３）第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 会期（案） 
（４）第79回国民スポーツ大会 正式競技会場地市町第六次内定（案） 
（５）第79回国民スポーツ大会 正式競技開催予定施設変更（案） 

（６）第79回国民スポーツ大会 正式競技種別の変更（案） 

（７）第79回国民スポーツ大会 公開競技会場地市町第二次内定（案） 

（８）第79回国民スポーツ大会 デモンストレーションスポーツ実施競技選択お

よび会場地第一次内定（案） 

（９）第79回国民スポーツ大会 競技施設整備計画（第２次）（案） 

(10) 第24回全国障害者スポーツ大会 会場地市町第二次内定（案） 

(11) 第24回全国障害者スポーツ大会 オープン競技実施競技選択および会場 

地市町第一次内定（案） 

(12）第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会文化プログラム

実施基本方針（案） 

（13）第79回国民スポーツ大会 記録業務基本方針（案） 

（14）第79回国民スポーツ大会 競技別リハーサル大会開催基準要項（案） 

（15）第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 手話・要約 

筆記ボランティア養成基本方針（案） 
（16）第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会警備・消防防災

基本方針（案） 
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報告事項（１）



 

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 
滋賀県開催準備委員会 専門委員会設置規程改正（会長専決処分） 
 

 第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 滋賀県開催準備委員会

会則第15条第１項の規定に基づき、次のとおり令和２年５月１日に専決処分したこと

から、同条第２項の規定に基づき、承認を求める。 

 

１ 改正の内容 

  別紙のとおり 

 

２ 改正の理由 

  県民の生命、身体、健康および財産を脅かす事態が発生し、または発生するおそ

れがあり、専門委員会等を招集することができない場合、専門委員会における議

決について、書面表決によって専門委員会の議決にかえることができるようにす

る。 

 

３ 施行日 

  令和２年５月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８回常任委員会 第１号議案 
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別 紙 

 

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 

滋賀県開催準備委員会 専門委員会設置規程 新旧対照表 

 

 改 正 前 改 正 後 

第 79

回国民

スポー

ツ大

会・第

24回

全国障

害者ス

ポーツ

大会滋

賀県開

催準備

委員会 

専門委

員会設

置規程 

 

第 79回国民スポーツ大会・第24回全

国障害者スポーツ大会滋賀県開催準

備委員会 専門委員会設置規程 

 

第１条～第３条（略） 

 

（会議） 

第４条  １～４（略） 

 

 

 

 

 

 

第５条～第７条（略） 

 

第 79回国民スポーツ大会・第24回全

国障害者スポーツ大会滋賀県開催準

備委員会 専門委員会設置規程 

 

第１条～第３条（略） 

 

（会議） 

第４条  １～４（略） 

５ 委員長は、必要があると認めると

きは、委員に、事前に送付した議案に

対し書面をもって表決を求め、その結

果を専門委員会の議決に代えること

ができる。 

 

第５条～第７条（略） 
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所在地 準備運営

1 ボウリング 彦根市

滋賀県
彦根市
豊郷町
甲良町
多賀町

知 ラピュタボウル彦根

 注）　開催予定施設は、現時点で競技を開催できる能力を有する施設として判断したものであり、
　　今後、会場の変更等が生じる場合がある。

第24回全国障害者スポーツ大会  会場地市町第二次内定（案）

市町名
競技名等番号 障害区分 開催予定施設

第８回常任委員会 第10号議案
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第24回全国障害者スポーツ大会
会場地市町内定（第一次～第二次） 配置図

長浜市（1競技）
フットベースボール

東近江市（1競技）
グランドソフトボール

草津市（1競技）
バレーボール(精)

大津市（2競技）
バスケットボール、
車いすバスケットボール

守山市（1競技）
サッカー

高島市（1競技）
ソフトボール

彦根市（1競技）
開閉会式、陸上競技

愛荘町（1競技）
アーチェリー

湖南市（1競技）
バレーボール(知)

近江八幡市（1競技）
バレーボール(身)

野洲市（1競技）
卓球（STT含む）

甲賀市（2競技）
フライングディスク、
ボッチャ

※未定…１競技（水泳）

彦根市・豊郷町・甲良
町・多賀町（1競技）
ボウリング

- 5 -



(参考）
びわこ国体会場地

所在地 準備運営

1 ①R元.5.17 彦根市
滋賀県
彦根市

(仮称）金亀公園陸上競技場 身・知

2 ①R元.5.17 愛荘町
滋賀県
愛荘町

愛荘町スポーツセンター秦
荘グラウンド

身

3 ①R元.5.17 野洲市
滋賀県
野洲市

野洲市総合体育館 身・知・精

4 ①R元.5.17 甲賀市
滋賀県
甲賀市

甲賀市水口スポーツの森 身・知

5 ボウリング
②R2.7月
予定

彦根市

滋賀県
彦根市
豊郷町
甲良町
多賀町

ラピュタボウル彦根 知

6 ボッチャ ①R元.5.17 甲賀市
滋賀県
甲賀市

甲賀市水口体育館 身

7 バスケットボール ①R元.5.17 大津市
滋賀県
大津市

滋賀アリーナ 知

8 車いすバスケットボール ①R元.5.17 大津市
滋賀県
大津市

滋賀アリーナ 身

9 ソフトボール ①R元.5.17 高島市
滋賀県
高島市

高島市今津総合運動公園第
２グラウンド

知

10 グランドソフトボール ①R元.5.17 東近江市
滋賀県
東近江市

東近江市総合運動公園布引
多目的グラウンド

身

①R元.5.17 近江八幡市
滋賀県
近江八幡市

近江八幡市立運動公園体育
館

身

①R元.5.17 湖南市
滋賀県
湖南市

湖南市総合体育館 知

①R元.5.17 草津市
滋賀県
草津市

草津市立総合体育館 精

12 サッカー ①R元.5.17 守山市
滋賀県
守山市

野洲川歴史公園サッカー場
（ビッグレイク）

知

13 ①R元.5.17 長浜市
滋賀県
長浜市

長浜バイオ大学ドーム
（滋賀県立長浜ドーム）

知

14 身・知水泳

フットベースボール

11 バレーボール

第24回全国障害者スポーツ大会　会場地の内定状況について

No 競技名

第24回障スポ　会場地

開閉会式、陸上競技

内定時期
市町名

施設名 障害区分 市町村名

アーチェリー

卓球
（サウンドテーブルテニスを含む）

フライングディスク

注）１ 開催予定施設は、現時点で競技を開催できる能力を有する施設として判断したものであり、今後、会場の追加・変更等が生じる場合がある。

○第一次内定 ・・・ 12競技
（令和元年５月17日）
〇第二次内定（案） ・・・ １競技
（令和２年６月１日予定）

参考資料

- 6 -



番号

1

2

3 守山市ゴールボール
第24回全国障害者スポーツ大会
ゴールボール競技実行委員会

守山市民体育館

第24回全国障害者スポーツ大会 オープン競技
実施競技選択および会場地市町第一次内定（案）

開催予定施設

（仮称）彦根市新市
民体育センター

スポーツウエルネス
吹矢

滋賀県スポーツウエルネス吹矢
協会

皇子が丘公園体育館

実施競技 主管団体名 市町名

知的障害者
バドミントン

スペシャルオリンピックス日
本・滋賀

彦根市

大津市

第８回常任委員会 第11号議案
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第24回全国障害者スポーツ大会 オープン競技
会場地市町内定 配置図

彦根市（１競技）
知的障害者バドミントン

守山市（１競技）
ゴールボール

大津市（１競技）
スポーツウエルネス吹矢
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第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

警備・消防防災基本方針（案） 
 

第 79 回国民スポーツ大会および第 24 回全国障害者スポーツ大会（以下「両大会」

という）における警備・消防防災対策については、警察、消防防災、医療等の関係機

関および団体等との緊密な連携のもとに、警備・消防防災体制の確立を図り、安全か

つ円滑な両大会の運営が行われるよう万全を期するものとする。 

 

１ 警備対策 

  開・閉会式会場、競技会場、練習会場、宿泊施設および沿道等における事件・事

故防止を重点とした適切な警備に関する諸対策を講じる。 

  また、両大会期間中には、関係機関および団体等の協力を得て、防犯対策を推進

し、犯罪の防止に努める。 

 

２ 消防防災対策 

開・閉会式会場、競技会場、練習会場、宿泊施設および沿道等における火災その

他の災害予防ならびに災害発生時における情報収集・伝達、避難誘導、救急・救助、

救急医療等に関する諸対策を講じる。 

また、両大会期間中の火災その他の災害予防および発生時の被害軽減を図るため、

関係機関および団体等の協力を得て、防火・防災意識の高揚を図る。 

 

３ 大規模災害・突発重大事案対策 

滋賀県地域防災計画・国民保護計画および各会場地市町地域防災計画・国民保護

計画を踏まえ、開・閉会式会場、競技会場、練習会場等での大規模災害および突発

重大事案発生時には、関係機関および団体等と速やかに連絡調整を図り、情報収

集・伝達、避難誘導、救急・救助、救急医療等に関する諸対策を講じる。 

 

４ 関係機関および団体等との連絡調整 

県および会場地市町は、関係機関および団体等と緊密な連携を保つとともに、情

報連絡体制を確立し、警備・消防防災対策の円滑な推進を図る。 

第８回常任委員会 第 16 号議案 
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平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

令和６年度
（2024年度）

９年前 ８年前 ７年前 ６年前（開催内定） ５年前（開催内定） ４年前 ３年前（開催決定） ２年前 １年前

準備
組織
等

県

会場地市町

選手団
サポート

手話・
要約筆記

障ス
ポ

全体

会場地選定

競技・式典会
場施設整備
（国スポと連

携）

競技付帯
サービス

競技運営

オープン競技

競技役員等

競技用具

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア

第24回全国障害者スポーツ大会開催準備スケジュール    　　　　2020.12現在

年　　　度
令和７年度
（2025年度）

開催年前 開催年

広報・
県民
運動

広報
（国スポ一体）

県民運動
（国スポ一体）

大会運営ボラ
ンティア

（国スポ一体）

総務
企画

全体

会場地選定
・経費負担

行啓関係
（国スポ一体）

総合案内・
ふれあい広場
（国スポ一体）

宿泊・
衛生

宿泊
（国スポ一体）

医事・衛生
（国スポ一体）

募金・
協賛

募金・企業協
賛

（国スポ一体）

※１　進捗状況や関係機関との調整等により、随時見直し。
 　２　各種計画等の実施、各種業務の執行にあたっては、国スポと連携し実施。

輸送・
交通

輸送・交通
（国スポ一体）

式典
式典

（国スポ一体）

警備・
消防

警備・消防
（国スポ一体）

競技運営システム準備

競技役員等養成事業の推進・開催準備活動の支援

プログラム編成会議

（リハーサル大会）

競技実施要綱等

医療救護、食品衛生対策、環境衛生対策、防疫対策等 （国スポと一体）

ボランティア養成ｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋ

養成

講習会開催

募集 ・ 登録

講習会等開催

県民運動（花いっぱい運動、クリーンアップ運動等）の推進 （国スポ一体）

広報活動の推進（広報誌・ポスター等の作成、インターネット・マスメディアを通じた広報等） （国スポ一体）

会場仮設施設実施設計

歓迎・接伴計画の策定、総合案内所等の整備等

行幸啓・御成り計画、警衛計画等（国スポと連携）

募金・企業協賛の推進

業務実施計画（自主警備、消防防災、

大規模災害・突発重大事案対策）

式典実施要項等

開・閉会式会場等整備

実施計画

行幸啓本部

第

79
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会

・
第

24
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

国スポ・障スポ開催準備委員会 国スポ・障スポ開催実行委員会 大会実施本部

競技役員等編成基本方針・

養成基本方針・養成基本計画

オープン競技実施基本方針

市町連絡会議

宿泊基本方針

式典基本方針 式典基本構想

会場バリアフリー調査

総合案内

警備本部

式典本部

バス等借上,輸送実施

救護本部

宿泊本部

大会報告書

最終総会・解散

式典実施計画

標準献立作成方針 標準献立の作成、講習会の開催等

会場地選定基本方針

総合案内実施計画

カリキュラム・テキスト等検討

協力校選定・依頼

テキスト等検討

協力校決定

テキスト等作成

ボランティア募集・登録

指導者・リーダー養成

ボランティア

配置

競技用具整備計画

オープン競技選定

競技運営主管団体

の決定

オープン競技普及促進 開催準備

プログラム編成検討 プログラム編成会議

（本大会）

競技用具の配備

競技役員等編成

（最終）
競技役員等編成計画

競技運営委託

会場地選定（正式競技）

開催決定イベント開催 開催１年前イベント開催

会場地市町実行委員会 市町競技会実施本部

会場仮設施設基本設計

大会実施要綱策定

全国代表者会議

県および会場地市町の業務

分担・経費負担基本方針

競技用具整備基本方針

大会情報保障実施設計 情報保障施設整備

おもてなし広場の検討 おもてなし広場基本計画 おもてなし広場実施計 おもてなし広場設置

会場仮設施設整備

（リハ大会，本大会）

開閉会式および競技会場の整備推進

大会ハンドブック

配宿計画・調整等・宿泊施設充足対策（国スポと一体）

輸送本部

競技会運営調整会議（県，会場地市町，競技団体等）

リ

ハ

ー

サ

ル

大

会

開

催

激励会の会場選定

激励演技等の検討
関係団体との調整等

選手団激励会の開催

協力団体依頼 設置会場選定

運営体制作成

コンディショニング

ルームおよび車いす・

補装具修理所の整備

会場地市町との協議

競技種目の決定

開催内定イベント開催

宿泊基本計画

輸送・交通基本方針 輸送・交通基本計画

医事・

衛生基本方針

医事・

衛生基本計画

県民運動基本方針 県民運動基本計画

マスコットキャラクター

の検討・選定
大会愛称、スローガン

の募集・決定
ダンス・イメージソング

の募集・決定

宿泊基礎調査

全国・会場地・開閉会式場輸送計画等 （国スポと一体）

警備・消防防災基本方針 警備・消防防災基本計画

会場地市町準備委員会（任意）

競技別会期決定

リハ大会実施要綱等

リハ大会資格審査 本大会資格審査資格審査実施要項

第一次参加意向調査 第二次参加意向調査

リハーサル大会日程検討・決定

手話・要約筆記ボランティア

養成基本方針

選手団サポートボランティア

消防防災本部

警衛本部

ダンス・イメージソング

の方針検討

県民運動アクション

プログラム

競技本部・記録本部

会期決定国スポ・障スポ開催基本構想

解散

輸送・交通基礎調査

会場設計にむけた検討

式典基本計画

開・閉会式会場等整備

会場管理運営要綱

輸送・交通総合調査

警備計画書（自主警備・

交通警備）、防災計画

書

先催県視察

出前講座

報告事項（２）



第２４回全国障害者スポーツ大会競技運営主管団体の変更について 

 

競 技 名 競技運営主管団体 

個人 

競技 

陸上競技（身・知） 一般財団法人滋賀陸上競技協会 

水泳（身・知） 滋賀県水泳連盟 

アーチェリー（身） 滋賀県アーチェリー協会 

卓球（身・知・精） 

滋賀県卓球協会 

サウンドテーブルテニス（身） 

フライングディスク（身・知） 滋賀県障害者フライングディスク協会 

ボウリング（知） 滋賀県ボウリング連盟 

ボッチャ（身） 

【変更前】 

滋賀県ボッチャ協会 

【変更後】 

滋賀県ボッチャ連盟 

団体 

競技 

バスケットボール（知） 

一般社団法人滋賀県バスケットボール協会 

車いすバスケットボール（身） 

ソフトボール（知） 

滋賀県ソフトボール協会 グランドソフトボール（身） 

フットベースボール（知） 

バレーボール（身・知・精） 滋賀県バレーボール協会 

サッカー（知） 公益社団法人滋賀県サッカー協会 

（理由） 滋賀県ボッチャ協会に代わり、県域の競技団体が設立されたため。 

報告事項（３）



（変更前） （変更後）

ゴールボール 守山市
第24回全国障害者スポーツ大会
ゴールボール競技実行委員会

滋賀県ゴールボール協会

（理由）　県域の競技団体が設立されたため。

第24回全国障害者スポーツ大会オープン競技主管団体の変更について

市町名

主管団体名

実施競技名

報告事項（４）



第 24 回全国障害者スポーツ大会 

（わた SHIGA 輝く障スポ） 

競技会場バリアフリー調査 

報告書 

【第１版】 令和２年 12 月 25 日 

 

報告事項（5）



競技会場バリアフリー調査報告書 目次 

 

〇実施要項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

〇バリアフリー調査結果 

・長浜バイオ大学ドーム・・・・・・・・・・・・・・３ 

・高島市今津運動公園・・・・・・・・・・・・・・・４ 

・甲賀市水口スポーツの森・・・・・・・・・・・・・５ 

・甲賀市水口体育館・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

・野洲川歴史公園サッカー場 （ビッグレイク）・・・・９ 

・野洲市総合体育館・・・・・・・・・・・・・・・・10 

・愛荘町スポーツセンター秦荘グラウンド・・・・・・12 

・近江八幡市立運動公園体育館・・・・・・・・・・・13 

・東近江市総合運動公園布引多目的グラウンド・・・・14 

 

〇チェックシート・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

 

 



1 
 

第 24 回全国障害者スポーツ大会 競技会場バリアフリー調査実施要領 

 

１ 目的 

  「第 79回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会開催基本方針」に基づ

き、障害のある人や高齢者、子どもなど、大会に参加するすべての人が安心して利用でき

るような会場づくりを行うため、関係団体とともに、競技会場のバリアフリーの状況等に

係る現地調査を行い、課題把握や対応について検討を行う。 

 

２ 調査概要 

（１） 調査の視点 

① 安全性 

障害のある人や高齢者、子どもなど、すべての人に配慮した動線の設定や区分けを 

行い、安全な会場の整備に努める。 

② 快適性 

わかりやすい案内看板、ヒアリングループ（※）等の情報伝達設備やスロープ、多 

目的トイレの設置など、すべての人々が快適に過ごせる会場づくりに努める。 

※ヒアリングループ…場内アナウンスの音声等を補聴器に直接送り込むための機材。対応する補聴 

器が敷設されたループアンテナ（多芯ケーブル）から磁気を受信すると、音声信号に変換し、音 

声を聞くことができる。 

③ 簡素・効率化 

既存施設を最大限に有効活用し、仮設物で対応することを基本とし、国スポ等で使 

用した物品等を有効活用する等、質素・効率化に努める。 

 

（２） 調査会場および調査日時 

競技名等 所在地 開催予定施設 調査日時 

（１会場あたり１時間） 

開閉会式、陸上競技 彦根市 （仮称）金亀公園陸上競技場 ― 

水泳 ― ― ― 

アーチェリー 愛荘町 愛荘町スポーツセンター秦荘グラウンド  11 月 17 日（火）15:00～ 

卓球（ＳＴＴを含む） 野洲市 野洲市総合体育館 11 月 16 日（月）13:30～ 

フライングディスク 甲賀市 甲賀市水口スポーツの森 11 月 11 日（水）13:00～ 

ボッチャ 甲賀市 甲賀市水口体育館 11 月 11 日（水）15:00～ 

ボウリング 彦根市 ラピュタボウル彦根 ― 

バスケットボール 大津市 滋賀アリーナ ― 

車いすバスケットボール 大津市 滋賀アリーナ ― 
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※雨天決行 荒天時延期 

※開閉会式、陸上競技、水泳、ボウリング、バスケットボール、車いすバスケットボールの 

競技会場は、今年度は調査を行わない。 

 

（３） 調査参加団体 

 区分 団体名  区分 団体名 

１ 

関
係
団
体 

(公財)滋賀県スポーツ協会 21 

会
場
地
市
町 

長浜市 

２ 滋賀県障害者スポーツ協会 22 近江八幡市 

３ 滋賀県障がい者スポーツ指導者協議会 23 草津市 

４ スペシャルオリンピックス日本・滋賀 24 守山市 

５ (社福)滋賀県社会福祉協議会 25 甲賀市 

６ (公財)滋賀県身体障害者福祉協会 26 野洲市 

７ (公社)滋賀県手をつなぐ育成会 27 湖南市 

８ (特非)滋賀県精神障害者家族連合会 28 高島市 

９ (社福)滋賀県視覚障害者福祉協会 29 東近江市 

10 (社福)滋賀県聴覚障害者福祉協会 30 愛荘町 

11 滋賀県障害者自立支援協議会 31 県
関
係
課 

滋賀県スポーツ課 

12 滋賀県立障害者福祉センター 32 滋賀県健康福祉政策課 

13 滋賀県特別支援学校長会 33 滋賀県障害福祉課 

14 

競
技
団
体 

滋賀県アーチェリー協会 

34 

第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回

全国障害者スポーツ大会滋賀県開

催準備委員会事務局 

15 滋賀県卓球協会 

16 滋賀県障害者フライングディスク協会 

17 滋賀県ボッチャ連盟 

18 滋賀県ソフトボール協会 

19 滋賀県バレーボール協会 

20 (公社)滋賀県サッカー協会 

 

（４） 調査票（チェックシート） 

  調査に当たっては、別添チェックシートを使用すること。 

ソフトボール 高島市 高島市今津総合運動公園第２グラウンド  11 月 6 日（金）14:00～ 

グランドソフトボール 東近江市 東近江市総合運動公園布引多目的グラウンド 11 月 27 日（金）14:00～ 

 

バレーボール 

近江八幡市 近江八幡市立運動公園体育館 11 月 27 日（金）11:00～ 

湖南市 湖南市総合体育館 12 月 10 日（木）13:00～ 

草津市 草津市立総合体育館 12 月 10 日（木）15:30～ 

サッカー 守山市 野洲川歴史公園サッカー場（ビッグレイク） 11 月 16 日（月）10:30～ 

フットベースボール 長浜市 長浜バイオ大学ドーム（滋賀県立長浜ドーム） 11 月 6 日（金）10:00～ 



 
 

長浜バイオ大学ドーム 

～実施競技：フットベースボール（知）～ 

主な意見 

■駐車場・屋外通路 
・大会時、車いす使用者用駐車場は看板等での明示をしては

どうか。 

・駐車場から正面入口までの案内表示を設置してはどうか。 

・正面入口前のスペースのタイルにひび割れや隆起が多数あ

り、（特に車いす使用者の）歩行の妨げになる。【写真①】 

・JR 田村駅から最寄りの入口にあるスロープは、老朽化して

おり勾配も急であることから車いす使用者の利用は危険。

50ｍほど進んだ入口の新しいスロープへ誘導してはどうか。

【写真②】 

 

■出入口付近 
・出入口付近に案内表示を設置してはどうか。 

 

■トイレ 
・男子トイレ前にある点字ブロックが、女子トイレ前には無

い。【写真③、④】 

・男女、多目的トイレの別がわかりにくいため、大きな表示

や音声案内装置を設置してはどうか。【写真③、④】 

・チャイルドホルダーが和式の個室（1 か所）にしか無い。 

・トイレ前にトイレの配置図を表示してはどうか。 

 

■更衣室・シャワー室 
・シャワー室の段差が少し大きい。 

・洗面所の足元に、滑り止めを設置してはどうか。 

 

■観客席 
・車いす用観覧席について、転回スペースや付添人席のこと

を考えると少し手狭に感じる（２台が限界）。車いす観覧場

所を増やしてはどうか。【写真⑤】 

・車いす用観覧席の入口の幅が少し狭い。【写真⑥】 

 

■その他 
・競技場からトイレや更衣室への案内表示を設置してはどう

か。 

写真① 

写真② 

写真③ 

写真④ 

写真⑤ 

写真⑥ 
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高島市今津運動公園 

～実施競技：ソフトボール（知）～ 

主な意見 

■駐車場・屋外通路 
・球場横の駐車場から園路に入る箇所にくぼみがあるので、

マット等を敷いてはどうか。 

・車いす使用者の中には路面の凸凹による振動が気になる人

がいるかもしれない。【写真①】 

・照明が少ないので、仮設で増やしてはどうか。 

・側溝のグレーチングが途中でなくなっているので、グレー

チングを追加してはどうか。【写真②】 

 

■出入口付近 
・第２グラウンドへのスロープは駐車場から近い位置に設置

してはどうか。 

・スロープに手すりがない。【写真③】 

・園路から第１グラウンドに入る場所の側溝の蓋が経年劣化

しているので、交換してはどうか。【写真④】 

 

■トイレ 
・トイレの数が少ないので、仮設トイレを設置してはどうか。 

・多目的トイレの照明をもう少し明るくしてはどうか。【写真

⑤】 

・第４グラウンド横駐車場の多目的トイレは、洗面台の位置

等により車いす使用者が利用しにくいレイアウトになって

いる。【写真⑥】 

・オストメイト対応トイレ（※１）がないので、仮設トイレ

を設置する場合は設置してはどうか。 

 

■その他 
・広い会場なので、各所にわかりやすい案内表示を設置して

はどうか。 

写真① 

写真② 

写真③ 

写真④ 

写真⑤ 

写真⑥ 

※１ 

 オストメイトとは、がんなどの病気や事故のために、排泄が難し

くなり、人工的に腹部にストーマ（人工肛門、人工膀胱）を造設し

た人のこと。排泄を自分でコントロールすることが難しいため、ス

トーマ装具をつけている。 

 オストメイト対応トイレは、オストメイトの方が、装具や体を洗

浄するための設備が整ったトイレのこと。  
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甲賀市水口スポーツの森 

～実施競技：フライングディスク（身）（知）～ 

主な意見 

■駐車場・屋外通路 
・河川敷駐車場からの坂は障害者にとって負担。選手が会場

近くで乗降できるようにしてはどうか。【写真①】 

・通路横の溝は危険なので、侵入防止柵や目印等を設置して

はどうか。【写真②】 

・点字ブロックが設置されていないので、仮設点字ブロック、

またはゴムマットやテープ等で動線を示してはどうか。 

・道路を横断する場所に誘導係員を配置してはどうか。 

・車いす使用者用駐車場の数が少ないので、大会時は増やし

てはどうか。 

・横断歩道の境目にある車両侵入防止用ポールの色が道路と

同化しているので、目立つ色で塗り直すかテープを巻いて

はどうか。【写真③】 

 

■出入口付近 
・駐車場から多目的グラウンド入口へ移動する際、段差等の

障害があるので、仮設養生してはどうか。【写真④】 

・出入口付近の階段を認識しにくいので、カラーコーン等で

通行制限するか、目立つ色のテープを貼り付けてはどうか。 

・多目的グラウンドから陸上競技場への移動のため、陸上競

技場側に出入口を１カ所増設してはどうか。 

 

■会場内通路 
・多目的グラウンドは土のため車いす使用者が移動しにくい

ので、コンパネ等を引いてはどうか。【写真⑤】 

・点字ブロックが設置されていないので、仮設点字ブロック、

またはゴムマットやテープ等で動線を示してはどうか。 

 

■トイレ 
・トイレが少ないので、仮設トイレを設置してはどうか。 

・多目的トイレの入口におむつ交換台があるが、開いた状態

では入れない人もいるので、おむつ交換台を元の位置に戻

すよう注意喚起をしてはどうか。 

・トイレの入口表示が小さくてわかりにくいので、大きな表

示を貼ってはどうか。【写真⑥】 

・トイレ内部には音声案内装置を設置してはどうか。 

・感染症対策のため、消毒液やペーパータオルを設置しては

どうか。 

 

 

写真① 

写真② 

写真③ 

写真④ 

写真⑤ 

写真⑥ 
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■階段 
・階段の明度差がなく、わかりにくい。目立つ色の段鼻材や

テープを貼り付けてはどうか。【写真⑦】 

・表示が見にくく、階段の場所がわかりにくいので、見えや

すい位置に表示してはどうか。 

 

■エレベーター 
・ドアの一部がガラスになっており、内部が見えるのはよい。

【写真⑧】 

 

■観客席 
・表彰場所はスタンド前に配置してはどうか。 

・車いす観覧席に固定式の介助者用席があるが、大きな電動

車いすは入りにくいので、別の場所に案内してはどうか。

【写真⑨】 

・情報保障席（※２）の予定エリアが狭いので広げてはどう

か。放送だけでは情報がとりにくい人もいるので、大型ビ

ジョンによる情報提供を検討してはどうか。 

・階段の明度差がなく、わかりにくいので、目立つ色の段鼻

材やテープを貼り付けてはどうか。【写真⑩】 

 

■その他 
・観覧席上段のスペース（選手集合場所と反対側）と観覧席

から降りて近くの場所にカームダウン・クールダウンスペ

ース（※３）を設置してはどうか。また、「静かにしてネ！」

の看板を立ててはどうか。 

・わかりやすい案内表示を設置してはどうか（大きさ、読み

仮名、色等）。必要な方には点字版の会場案内図を配付して

はどうか。 

・競技会場の中に選手団テント、招集・表彰用テントを設置

してはどうか。陸上競技場内にテントが設営できない場合、

競技会の実施が難しい。 

・自動販売機に点字シールを貼り付けてはどうか。また、自

動販売機横のごみ箱の文字がごみ箱の色と同じで判別しづ

らいので、目立つ色にしてはどうか。【写真⑪】 

・会場案内ボランティアを配置してはどうか。 

・補助犬待機場所および補助犬用トイレを設置してはどうか。 

・選手団テントは、風雨に備え、鉄骨固定式を採用してはど

うか。 

 

 

写真⑦ 

写真⑧ 

写真⑨ 

写真⑩ 

写真⑪ 

※２ 

 手話や要約筆記を行うボランティアを常時配置し、聴覚障害者等

が、大会情報を確実に得られるように配慮した座席のこと。 
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※３ 

 周囲の音や光、においなど、外部からの刺激に対する感覚がとて

も敏感な感覚過敏の特徴を持つ人が、外部からの音や光、目線を遮

ることで気持ちを休ませ落ち着かせる個室スペースのこと。 



甲賀市水口体育館 

～実施競技：ボッチャ（身）～ 

主な意見 

■駐車場・屋外通路 
・音声案内が設置されていない。 

・選手の乗降場所は、車いす使用者数や雨天時のことを考慮

し、検討してはどうか。 

・駐車場から正面玄関まで傾斜があるので、移動補助のボラ

ンティアを配置してはどうか。【写真①】 

・駐車場への出入口が１か所で渋滞が予想されるので、対策

を考えておいてはどうか。 

 

■出入口付近 
・靴の履き替えのため玄関入口が混雑するのではないか。車

いすタイヤを拭くのは大変なので、車いす拭きマットを用

意してはどうか。 

・電動車いすがすれ違うには幅が狭いので、入口と出口を分

けてはどうか。 

・ランプ（※４）の搬入口を検討しておいてはどうか。 

 

■会場内通路 
・複数台の車いす使用者がいると少し手狭なので、動線を工

夫してはどうか。 

・受付設置予定場所が狭く、混雑が予想されるので、受付は

体育館外に仮設してはどうか。【写真②】 

・常設のベンチがスペースを狭くしているので、撤去しては

どうか。【写真③】 

 

■トイレ 
・常設トイレ数では少ないので、仮設トイレを設置してはど

うか。 

・屋外に多目的トイレを仮設する場合は、雨に濡れないよう

な対策をしてはどうか。 

・仮設トイレ設置予定場所への経路に段差があるので、マッ

ト等を敷いてはどうか。また、経路上のドアを開放する場

合は競技に支障が出ないよう注意してほしい。【写真④】 

・仮設トイレ内に多目的シート（※５）を設置してはどうか。 

・トイレ前の通路が狭く、車いす使用者のすれ違いが困難な

ので、一般来場者用に限定してはどうか。【写真⑤】 

 

 

 

 

写真① 

写真② 

写真③ 

写真④ 

写真⑤ 
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■更衣室・シャワー室 
・シャワー室にはシャワー用の車いすを用意してはどうか。 

・更衣室に着替え用の簡易ベッドを設置してはどうか。 

・非常用呼び出しボタンが用意してはどうか。 

 

■階段 
・危険回避のため、階段踊り場に鏡を設置してはどうか。 

 

■エレベーター 
・安全のため、係員を配置してはどうか。【写真⑥】 

・音声誘導装置の音量が小さいので、大きくしてはどうか。 

 

■観客席 
・観覧席の通路が少し狭いので、係員が交通整理してはどう

か。 

・体育館四隅の柱により視覚が遮られるので、出合い頭にぶ

つからないような対応をしてはどうか。【写真⑦】 

・車いす観覧席はとても見やすい。【写真⑧】 

・非常時に２階から降りる方法がエレベーターしかなく、ト

ラブルがあった場合、避難ができないので、対応を考えて

おいてはどうか。 

 

■その他 

・競技場からトイレや更衣室への案内表示が不十分なので、

大きくわかりやすい表示を設置してはどうか。 

・武道場にリハビリ用マットを置き、寝ころべるような休憩

スペースを作ってはどうか。 

 

 

写真⑥ 

写真⑦ 

写真⑧ 

※４ 

 ボッチャで使用する投球補助具のこと。 

 障害によりボールを投げることができない選手が、勾配を用い

てボールをコートに送ることを目的にした用具。自分の意思を競

技アシスタントに伝えることができれば競技に参加できる。 

※５ 

 乳幼児等のおむつ交換のために設置するおむつ交換台とは異な

り、大人も横になれる大型のシートのこと。 

 障害者のおむつ交換等に利用されるほか、高齢者や子ども連れ

等多くの人が多目的に利用できる。 
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野洲川歴史公園サッカー場（ビッグレイク） 

～実施競技：サッカー（知）～ 

主な意見 

■駐車場・屋外通路 

・駐車場入口の看板が樹木に隠れているので、前に出しては

どうか。【写真①】 

・車いす使用者用駐車場の看板は進行方向からわかりにくい

ので、新たな看板を設置してはどうか。【写真②】 

・車両侵入防止ポールには黄色のテープを巻くなどし、見え

やすくしてはどうか。【写真③】 

 

■会場内通路 

・会場内に点字ブロックがないので、動線を示す表示を設置

してはどうか。 

・障害物には黄色のテープを巻くなどし、見えやすくしては

どうか。 

 

■トイレ 

・洋式トイレの数が少ないので、トイレを仮設してはどうか。 

・多目的トイレの位置を示す会場案内表示を設置してはどう

か。 

・トイレの入口まで至る表示（矢印等）を設置してはどうか。 

 

■観客席 
・発達障害のある人がカームダウン・クールダウンできる場

所を客席外に設けてはどうか。 

・客席とコートの境界を区別し、コートに侵入しないように

してはどうか。【写真④】 

・つまずきやすい階段の角を目立つ色のテープ等で目立たせ

てはどうか。【写真⑤】 

・離席後戻りやすいように観客席をブロック分け（色分け）

してはどうか。【写真⑥】 

 

■その他 

・低い位置にボタンのある障害者対応の自動販売機を１台設

置してはどうか。 

・案内表示は大きく、振り仮名をつけてはどうか。矢印等で

案内するとわかりやすい。 

 

写真① 

写真② 

写真③ 

写真④ 

写真⑤ 

写真⑥ 
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野洲市総合体育館 

～実施競技：卓 球 （ ｻ ｳ ﾝ ﾄ ﾞ ﾃ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ ﾃ ﾆ ｽ 含 む ） （ 身 ） （ 知 ） （ 精 ）～ 

主な意見 

■駐車場・屋外通路 
・駐車場から施設に至るまでの動線上に点字ブロックがない

部分があり、マット等で動線を示してはどうか。 

・グレーチングの網目が大きいので、細かなものに交換する

か、マット等を敷いてはどうか。【写真①】 

・階段に明度差がなく、段鼻が区別しづらいので、黄色等の

目立つ色の段鼻材を貼るか、目立つ色を塗るか、テープを

貼り付けてはどうか。もしくは、多くの人が利用する階段

なので仮設スロープを設置してはどうか。【写真②】 

・外階段の手すりの位置が途中からで衝突の危険性があるの

で、手すりを増設するか、ケガしないように緩衝材を巻い

てはどうか。【写真③】 

・外階段の段鼻が破損しており、足を踏み外しやすいので、

修繕してはどうか。 

・スロープ近くの車止めは移動の障害になるので、撤去して

はどうか。【写真④】 

・階段およびスロープの幅が狭く、選手移動の際、混雑が予

想される。【写真④】 

・スロープ周辺の植栽が死角を作っており危険なので、係員

を配置してはどうか。 

・駐車場は出入口が２カ所あるので一方通行としてはどうか。 

 

■出入口付近 
・靴を履き替える手間があり、混雑するのでないか。 

・靴の履き替え用のベンチを設置してはどうか。 

・出入口にある点字ブロックの色が消えて地面と同化してい

るので、塗り直してはどうか。 

・ホールに数メートルにわたり段差があるので、落ちないよ

うに長机や展示ボードを設置してはどうか。【写真⑤】 

・スロープに靴箱があり、スロープ幅を狭くしているので、

撤去してはどうか。 

 

■会場内通路 
・選手の動線上に点字ブロックがないので、屋内用誘導マッ

トやビニールテープで動線を示してはどうか。 

 

■トイレ 
・洋式トイレが少ないので、トイレを仮設してはどうか。 

・入口の表示が小さく、角度的に見つけづらいので、（写真⑥

のように）男女別に色分けした大きな表示を貼り付けては

写真① 

写真② 

写真③ 

写真④ 

写真⑤ 

写真⑥ 
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どうか。 

・和洋式の表示が無いので、大きくわかりやすい表示を貼り

付けてはどうか。【写真⑦】 

・トイレの照明が暗い。 

・小便器とタイルの色が同化しているので、塗り直すか、テ

ープ等で目立たしてはどうか。 

・運動靴からスリッパに履き替えることが困難な人もいるの

で、運動靴のまま入れるようにしてはどうか。 

・多目的トイレは温水洗浄便座にしてはどうか。 

 

■更衣室・シャワー室 
・シャワーがコイン式となっており、コイン投入場所を間違

うとトラブルになるので、コイン式でないようにするか、

使用禁止とするか、使用上の注意点を周知してはどうか。 

・シャワー室への段差が気になる。【写真⑧】 

・自閉スペクトラム症の人はボタンやスイッチが気になる。 

 

■階段 
・明度差がなく、段鼻が区別しづらいので、段鼻材を貼るか、

目立つ色のテープ等を貼り付けてはどうか。【写真⑨】 

・手すりがないので、設置してはどうか。 

 

■エレベーター 
・エレベーターのドアは内部が見えるように一部ガラスとし

てはどうか。聴覚障害者との連絡手段として有効。【写真⑩】 

 

■観客席 
・車いす観覧席からアリーナの手前部分が見にくいので、一

段上げるなどの対応をしてはどうか。【写真⑪】 

・階段が急なので、手すりを設置してはどうか。【写真⑫】 

・選手や観客への情報伝達のため大型スクリーンを設置して

はどうか。 

 

■その他 
・自動販売機のボタンが車いす使用者に届かないので、対応

の機種を設置してはどうか。 

・自動販売機には、商品の区別、料金等がわかるように点字

シールを貼ってはどうか。 

・自動販売機の横にあるゴミ箱の表示色がゴミ箱と同系色で

判別しづらいので、文字色を変えて、紙に大きく書いたも

のを貼りつけてはどうか。 

・会場案内をするボランティアを配置してはどうか。 

・補助犬待機所および補助犬用トイレを設置してはどうか。 

・非常時の避難について、様々な障害者への連絡手段、誘導

方法を決めておいてはどうか。 

写真⑦ 

写真⑨ 

写真⑪ 

写真⑫ 

写真⑩ 

写真⑧ 
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愛荘町スポーツセンター秦荘グラウンド 

～実施競技：アーチェリー（身）～ 

主な意見 

■駐車場・屋外通路 

・休憩所エリアは車両と人との混雑が予想されるので、安全

策を考えておいてはどうか。 

・グレーチングの網目が大きいので、網目の細かなものに取

り替えるか、マット等を敷いてはどうか。【写真①】 

・矢を射る方向にある駐車場は一般利用できないので、観客

用の車いす使用者用駐車場の場所を考えておいてはどうか。 

 

■出入口付近 

・坂の角度がきつく、凸凹しており、車いす使用者は転落の

可能性があるので、スロープを仮設してはどうか。【写真②】 

・仮設スロープは、登り降りの動線を区分けしてはどうか。 

 

■会場内通路 

・土のグラウンドは雨でぬかるむことが予想されるので安全

に通行できるような通路を仮設してはどうか。また、選手

控テント内部も同様に板敷きしてはどうか。【写真③】 

・可能であれば、車いす使用選手が矢取りに行く際の通路を

仮設してはどうか。 

・溝蓋の穴が見えにくい所はマット等を敷いてはどうか。【写

真④】 

・グレーチングが無い箇所は追加してはどうか。【写真⑤】 

 

■トイレ 

・グラウンド内に仮設トイレを設置してはどうか。グラウン

ド内に仮設する場合は、国スポと障スポでシューティング

ラインの位置を変える必要があるかもしれない。 

・オストメイト対応トイレも仮設してはどうか。 

・多目的トイレ内に寒い日は暖房器具を、暑い日は扇風機を

設置してはどうか。 

・車いす使用者が使用する際、トイレットペーパーは横や後

方ではなく、前方斜めの位置がとりやすい。 

 

■その他 

・大きくわかりやすい案内表示を設置してはどうか。 

・おもてなしコーナーと競技会場が隣接しており、情報保障

のための音が混ざり合わないか心配。 

・大型モニターの設置を検討してはどうか。 

・夕方は暗いので、照明を仮設してはどうか。 

・競技会場だけでなく、会場に行くまでの経路もバリアフリ

ーであることが大切。 

写真① 

写真② 

写真③ 

写真④ 

写真⑤ 
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近江八幡市立運動公園体育館 

～実施競技：バレーボール（身）～ 

主な意見 

■駐車場・屋外通路 
・施設入口から会場までの案内が少ないので、案内表示を設

置してはどうか。 

・車いす使用者用駐車場の案内表示を設置してはどうか。【写

真①】 

・車いす使用者用駐車場は２台と少なく、車横の乗降スペー

スが狭いので、大会時は増やしてはどうか。【写真①】 

 

■出入口付近 
・動線を区別するため、選手用と観覧者用の出入口を分けて

はどうか。 

・ドアが開き戸のため、出入口は開けたままにしておいては

どうか。 

・靴を履き替えるための椅子を設置してはどうか。 

 

■会場内通路 
・ホワイトボード等の物品を撤去し、スペースを確保しては

どうか。【写真②】 

 

■トイレ 
・トイレ表示、和洋式トイレの表示が小さいので、大きな案

内表示を貼り付けてはどうか。【写真③】 

 

■階段 
・照明が暗い。【写真④】 

・階段の色とすべり止めの色の区別が難しい。 

・点字ブロックは設置されていない。 

 

■観客席 
・エレベーターが設置されていないので、１階アリーナに車

いす観覧スペースを設置してはどうか。 

・選手控え席と観覧者席の区分けを考えておいてはどうか。

【写真⑤】 

 

■その他 
・聴覚障害者は非常時の放送等が聞こえない。非常時はトイ

レや更衣室の中まで係員がチェックするようにしてはどう

か。 

 

写真① 

写真② 

写真③ 

写真④ 

写真⑤ 
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東近江市総合運動公園布引多目的グラウンド 

～実施競技：グランドソフトボール（身）～ 

主な意見 

■駐車場・屋外通路 
・車両侵入防止用ポールの色が道と同化しているので、黄色

等の色を塗るか、テープを巻いてはどうか。【写真①】 

・点字ブロックが色褪せていたり、設置が無いので、色を塗

り直すか、テープ等で動線を示してはどうか。【写真②】 

・駐車場からグラウンドに続くスロープ横の溝に蓋がなく危

険なので、蓋をするか、カラーコーンやプランター等で近

づけないようにしてはどうか。【写真③】 

 

■会場内通路 

・競技コートと選手動線を分けるためフェンス等を設置して

はどうか。 

 

■トイレ 

・案内表示が見にくいので、紙に大きく印刷したものを貼り

付けてはどうか。【写真④】 

・小便器とタイルの色が同化しているので、タイルを張り替

えるか、色テープ等で目立つようにしてはどうか。【写真⑤】 

 

■更衣室・シャワー室 

・シャワーは水しか出ないことを全員に周知してはどうか。 

 

■階段 

・駐車場へと続く階段が始まる場所は、人工芝等を敷いてわ

かりやすくしてはどうか。 

・階段の段鼻が目立つように黄色等の色を塗るか、テープを

貼り付けてはどうか。 

 

■観客席 

・階段の段鼻が目立つように黄色等の色を塗るか、テープを

貼り付けてはどうか。【写真⑥】 

 

■その他 

・ソフトボール用のピッチャープレートはプレイに影響する

ので、薄く土で覆うか、撤去してはどうか。 

・サッカー用ゴールポストが危険なので撤去してはどうか。 

・自動販売機のボタンに点字シールを貼り、商品の区別がで

きるようにしてはどうか。 

・会場案内のボランティアを配置してはどうか。 

・補助犬待機所および補助犬用トイレを設置してはどうか。 

写真① 

写真② 

写真③ 

写真④ 

写真⑤ 

写真⑥ 
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会場地バリアフリー調査チェックリスト

調査者氏名 調査者氏名

気にならない
（十分）

気になる
（不十分）

車いす使用者用駐車場が設置されているか □ □

会場近くの位置に設置されているか □ □

車への乗降がしやすい広さがあるか □ □

車いす使用者用駐車場であることが分かり
やすく表示されているか

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

①
駐
車
場
・
屋
外
通
路

車
い
す
使
用
者
用

駐
車
場

点字ブロックや音声装置等は安全に設置されてい
るか

通行の支障となる段差等の障害物はないか（排水溝の溝ぶ
たの状況含む）

駐車場に至る経路について、移動しやすい経路と
なっているか

その他：

調 査 日 令和２(2020)年　　月　　　日　　　　時　　分～　　時　　分

調査会場

場所 調査項目

チェック欄 左記チェック欄の
「気になる（不十分）」に☑された理由

（具体的な改善方法等）

参考
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会場地バリアフリー調査チェックリスト

気にならない
（十分）

気になる
（不十分）

□ □

□ □

□ □

通行しやすい幅か □ □

利用しやすい傾斜および長さか □ □

手すりは使いやすく設置されているか □ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

②
出
入
口
付
近

通行しやすい幅か

開閉しやすい扉か

通行の支障となる段差等の障害物はないか

ス
ロ
ー
プ

その他：

□ □

場所 調査項目

チェック欄 左記チェック欄の
「気になる（不十分）」に☑された理由

（具体的な改善方法等）

□ □

③
会
場
内
通
路

移動に支障のない地面状況か（滑りにくさ等）

通行の支障となる段差等の障害物はないか

通行しやすい幅か

車いすの転回スペースはあるか

点字ブロックや音声装置等は安全に設置されてい
るか

その他：
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会場地バリアフリー調査チェックリスト

気にならない
（十分）

気になる
（不十分）

個数
トイレの数は十分か
【一般トイレ、多目的トイレ】

□ □

洋式トイレ数は十分設置されているか □ □

和洋式の見やすい表示はあるか □ □

床置式男性用小便器があるか □ □

手すりは使いやすく設置されているか □ □

洗面台は利用しやすいか □ □

出入りに支障のない扉・幅・広さか □ □

便座や手すりは使いやすく設置されている
か

□ □

点字表示や音声誘導装置は設置されてい
るか

□ □

洗浄装置の操作は簡単なものか □ □

洗面台は利用しやすいか □ □

オストメイト対応になっているか □ □

非常呼び出しボタンは使いやすい位置にあ
るか

□ □

□ □

□ □

□ □

場所 調査項目

チェック欄 左記チェック欄の
「気になる（不十分）」に☑された理由

（具体的な改善方法等）

□

④
ト
イ
レ

一
般
用
ト
イ
レ

多
目
的
ト
イ
レ

乳幼児を座らせることができる設備はあるか

トイレは会場内の利用しやすい場所に設置されて
いるか

トイレの案内表示は見やすいか（大きさ・色・男女
別表示など）

その他： □
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会場地バリアフリー調査チェックリスト

気にならない
（十分）

気になる
（不十分）

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

十分な広さはあるか □ □

手すりは使いやすく設置されているか □ □

シャワーチェアはあるか □ □

滑りにくい床面になっているか □ □

シャワー等の設備は使いやすいか □ □

非常呼び出しボタンは使いやすい位置にあ
るか

□ □

場所 調査項目

チェック欄 左記チェック欄の
「気になる（不十分）」に☑された理由

（具体的な改善方法等）

□ □

⑤
更
衣
室
・
シ
ャ
ワ
ー
室

十分な広さはあるか

ベンチや手すりは使いやすく設置されているか

ロッカーは使いやすいか（高さ・位置・点字表示
等）

滑りにくい床面になっているか

非常呼び出しボタンは使いやすい位置にあるか

シ
ャ
ワ
ー
室
内

その他：
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会場地バリアフリー調査チェックリスト

気にならない
（十分）

気になる
（不十分）

□ □

□ □

□ □

□ □

基数 一般用【　　　　　】、貨物用【　　　　　】、その他昇降機【　　　　　】

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

車いす使用者等が利用しやすい位置にある
か

□ □

操作ボタンに点字表示等はあるか □ □

□ □

場所 調査項目

チェック欄 左記チェック欄の
「気になる（不十分）」に☑された理由

（具体的な改善方法等）

□

□ □

⑦
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

（
あ
る
場
合

）

支障のない出入り口の幅・エレベーター内の広さ
か

現在位置を表示する装置が設置されているか

点字表示や音声誘導装置は設置されているか

安全に出入りできる配慮はされているか
（鏡の設置等）

手すりは使いやすく設置されているか

操
作
盤

⑥
階
段

手すりは使いやすく設置されているか

滑りにくい床面になっているか

階段の踏面の色は明度差があり、わかりやすい
か

点字ブロック等は安全に設置されているか

その他：

乗降ロビーは十分な広さがあるか

その他： □
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会場地バリアフリー調査チェックリスト

気にならない
（十分）

気になる
（不十分）

□ □

□ □

□ □

車いす観覧席が設置されているか、席数は
どうか

□ □

車いす観覧席の一席あたりの広さは十分か □ □

車いす利用者同伴者席はあるか □ □

サイトライン（可視線）は確保されているか □ □

会場出入り口から車いす観覧席までの経路
はどうか

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□

その他： □ □

⑨
そ
の
他

休憩用ベンチは設置されているか

授乳場所は設置されているか

自動販売機は障害のある人に配慮したものか（ボタン位置、
点字等）

案内表示は障害のある人に配慮したものか（位置、わかり
やすさ等）

□

⑧
客
席

観覧はしやすいか

滑りにくい床面になっているか

転落防止柵等の安全策がとられているか

車
い
す
観
覧
席

その他：

場所 調査項目

チェック欄 左記チェック欄の
「気になる（不十分）」に☑された理由

（具体的な改善方法等）
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会場地バリアフリー調査チェックリスト

選手用仮設トイレ（オストメイト対応多目的トイレ含む）

その他、特記事項等
（先催大会に参加経験がある方は、具体的にご意見をいただけると有り難いです。）

観客用仮設トイレ（オストメイト対応多目的トイレ含む）

補助犬待機所および補助犬用トイレ

落ち着ける部屋・スペース（静養室、カームダウンスペー
ス）

選手団輸送用大型バスの駐車箇所および選手乗降所

仮設スロープおよび地面養生

案内看板等の設置

運営ボランティア、手話・要約筆記ボランティアの配置

先催県における主なバリアフリー対策等 仮設設置や配置が望ましい箇所
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第24回全国障害者スポーツ大会特有の準備進捗状況について 

 

 

①全国障害者スポーツ大会審判員等の養成 

昨年度より審判員等の養成のため、各競技団体に対し補助金を交付。今年度も引

き続き養成事業年次計画に基づき、審判員等の養成確保のために要する経費を支援

している。 

〔令和元年度実績（4 競技団体）〕 

資格取得者数：29 名（卓球 5 名、フライングディスク 24 名） 
 資格維持・資質向上者数：15 名（バスケットボール 8 名、ソフトボール 7 名 
※令和 2 年度は新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から大会や講習会等が開

催されておらず、養成の機会を逸している団体が多い。 
 

 

②手話・要約筆記ボランティアの養成 

  本年 8 月に（社福）滋賀県聴覚障害者福祉協会が事務局となり、（一社）滋賀県

ろうあ協会等の関係団体が参画する「手話・要約筆記ボランティア養成連絡会議」

を設置し、手話・要約筆記ボランティアの養成に向けた検討を開始した。 

 先催県(福井県)への視察、県内にある手話サークル等の実態調査を行ったほか、年

明けに第 2回会議を開催する予定。 

また、昨年度から県内市町の手話講座や手話サークル等への出前講座等を行い、

関係者への協力依頼を行っている。 

〔令和元年度実績〕計 21 回 〔令和 2 年度予定〕計 20 回 

 

 

③三者協議の実施 

 全国障害者スポーツ大会正式競技について 14 競技のうち 13 競技の会場地が内定

しており、今年度から会場地市町、県競技団体、県事務局による会議を競技別に実施

し、競技日程や会場配置等における課題把握や対応検討を行っている。 

 

報告事項（６）



障害者スポーツに関する審議事項の仕分け 

 
全国障害者スポーツ大会専門委員会（滋賀県開催準備委員会） 

１．主な審議事項 
 （１）全国障害者スポーツ大会の競技運営に関すること 
    ◆審判員等の養成・確保 
    ◆競技用具の整備 
    ◆リハーサル大会 など 
 （２）その他全国障害者スポーツ大会に関すること 
    ◆国スポとの一体的な取組 
    ◆開催に向けた課題の整理、課題解決策の検討 
２．必要に応じて意見を求める事項 
  ◆会場地選定、開催基本構想、おもてなし・・ →総務企画専門委員会 
  ◆宿泊、医事、衛生・・・・・・・・・・・・ →宿泊・衛生専門委員会 
  ◆輸送、交通・・・・・・・・・・・・・・・ →輸送・交通専門委員会 
  ◆ボランティア・・・・・・・・・・・・・・ →広報・県民運動専門委員会 
  ◆開閉会式、表彰式・・・・・・・・・・・・ →式典・会場専門委員会 
  ◆警備、消防・・・・・・・・・・・・・・・ →警備・消防専門委員会 
 
 
 

参考  障害者スポーツ専門委員会（滋賀県競技力向上対策本部） 

１．スポーツ環境整備 
  ◆活動拠点整備 
２．指導者の養成 
  ◆指導者講習会の開催 
  ◆資格取得の推進 
３．普及、選手の発掘・育成 
  ◆機会づくり 
  ◆パラリンピック選手支援 
  ◆学校との連携 

参考資料 


